
令和４年度外来機能報告に係る
紹介受診重点医療機関の取りまとめ

について
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紹介受診重点医療機関の取りまとめにおける
基本的な考え方

•紹介受診重点医療機関の取りまとめにおいては、医療機関の特性
や地域性を考慮する必要があり、医療資源を重点的に活用する外
来に関する基準を参考にし、当該医療機関の意向に基づき、地域の
協議の場で確認することにより、地域の実情を踏まえる仕組みとさ
れている。
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地域の協議の場

•広島県では地域の協議の場を地域医療構想調整会議としている。

•地域医療構想調整会議の委員構成で、診療所の意見を代表する委
員が入っていないなど、不足がある場合には、必要に応じて委員の
追加やオブザーバー参加等を検討する。
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基準 紹介受診重点外来の件数の占める割合が、初診の
外来件数の40%以上、かつ再診の外来件数の
25％以上。

水準 紹介率50％以上、かつ逆紹介率40％以上。

意向等 確認においては、医療機関の意向を第一に考慮す
ることとされている。
なお、地域医療支援病院で、基準を満たす病院に
ついては、紹介受診重点医療機関になることが望
ましいとされている。

基準・水準・意向等
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紹介受診重点医療機関の取りまとめの進め方

• 基準を満たす医療機関については、地域医療構想調整会議において
紹介受診重点医療機関となることが確認された後、県は結果を公表する。

• 基準を満たしていない医療機関で、紹介受診重点医療機関としての役割
を担う意思を有する医療機関についても、地域医療構想調整会議にて協
議を行う。

• 基準を満たしていない医療機関は、令和４年度については、原則、外来
機能報告後（令和4年4月以降）から、地域医療構想調整会議までの実績
で基準を満たしていることが確認されれば、地域医療構想調整会議にお
いて、紹介受診重点医療機関として確認する。確認後、県は結果を公表
する。
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意向あり 意向なし

基準を満たす 地域医療構想調整会議で協議の上、紹介
受診重点医療機関として確認されれば、
県は結果を公表する。

＜地域医療支援病院＞

・地域医療構想調整会議において協
議する前に、県は医療機関に「意向の
有無」を再確認する。

・意向の変更がなければ、地域医療構
想調整会議にて意向なしとして協議し、
紹介受診重点医療機関にならないこ
とを確認する。
＜その他の医療機関＞
上記と同様とする。

基準を満たさない ・地域医療構想調整会議で協議する前に、
県は医療機関に「意向の有無」を再確認す
る。

・当該医療機関は、協議の場において基
準を満たさないが紹介受診重点医療機関
となることを希望する理由を説明し、協議
を行う。協議の場で紹介受診重点医療機
関となりうる合理性があると認められ、紹
介受診重点医療機関として確認されれば、
県は結果を公表する。

＜地域医療支援病院＞

地域の外来医療提供体制における当
該医療機関の果たす役割等を協議の
場で確認する。
＜その他の医療機関＞
協議の場での協議は行わない。
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